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第２ 児童相談業務 

 １ 業務の概要 

（１）目的 

児童相談所は、市町村と適切な協働・連携・役割分担を図りつつ、子どもに関する家庭

その他からの相談に応じ、子どもが有する問題又は子どもの真のニーズ、子どもの置かれ

た環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行い、もって子

どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護すること（以下「相談援助活動」という。）

を主たる目的として設置された行政機関である。（児童福祉法第 12条） 

また、児童相談所は、相談援助活動を通じて、すべての子どもが心身ともに健やかに育

ち、その持てる力を最大限に発揮できるよう子ども及びその家庭等を援助することを目的

とし、児童福祉の理念及び児童育成の責任の原理に基づき、次の業務を行っている。 

   ア 市町村による児童家庭相談への対応について、市町村相互間の連絡調整、市町村に対  

    する情報の提供その他必要な援助を行う。（市町村援助） 

イ 家庭や学校などの関係機関等から、子どもに関する相談のうち専門的な知識及び技術

を必要とする相談を受け、必要に応じて子どもの家庭、地域状況、生活歴や発達、性格、

行動などについて社会学的、医学的、心理学的、教育学的などの専門的な角度から調査、

判定を行う。この調査、判定に基づき総合診断のうえ援助指針を定め、自ら又は関係機

関等を活用して一貫した子どもの援助を行う。（相談） 

ウ 必要に応じて子どもを一時保護し、行動観察や生活指導等を行う。（一時保護） 

エ 児童福祉施設への入（通）所、里親等への委託により、子どもの安定した生活や訓練

の場を保障するとともに、児童福祉司等による子ども又はその保護者の指導などにより

子どもの福祉の増進に努める。（措置） 

オ 子どもに対する相談援助活動を行う第一線の機関として、関係機関とのネットワーク

の構築を推進しながら、地域における児童養育を支援するための啓発や研修活動等を行

う。（家庭、地域に対する援助） 

 

（２）相談の受理 

  ア 児童相談所は満 18 歳未満の子どもの福祉に関する問題について保護者等から相談を

受けるほか、地域住民や関係機関からの通告、福祉事務所や家庭裁判所から子どもの送

致を受け援助活動を行う。 

  イ 相談の受付については来所や電話を原則としているが、利用者の利便を図って巡回相

談を行っている。また、電話による相談援助活動も行っている。 

 

（３）相談の種類 

   養 護 相 談   保護者の病気、死亡、家出、離婚等により家庭で養育が困難にな

った子どもの相談、棄児、迷子、虐待を受けた子ども等の相談 

   保 健 相 談   未熟児、虚弱児、疾患等を有する子どもの相談 

   障 害 相 談   知的障害、肢体不自由、重症心身障害、自閉症、視聴覚言語発達

障害等のある子どもの相談 

   非 行 相 談   虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、暴力、性的悪戯、不純異性交遊、
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窃盗、傷害、恐喝、シンナー吸引等の子どもの相談 

   育 成 相 談   保育所、幼稚園、学校等児童の集団生活における生活行動上の問

題（長期欠席、怠学）の相談、子どもの性格（わがまま・反抗・強

情・内気・不活発）等についての相談、しつけ、教育、あそびにつ

いての相談 

   その他の相談  里親等の相談 

 

（４）相談援助活動の展開 

   ア 調査・診断・判定 

     児童相談所が受けた相談については、児童福祉司等により行われる調査に基づく社

会診断、児童心理司による心理診断、医師による医学診断、一時保護所の児童指導員、

心理療法士等による行動診断をもとに、原則としてこれらの者の協議により総合診断

（判定）を行い、個々の子どもに対する援助指針を作成する。 

   イ 援助 

     前記の援助指針に基づいて児童相談所は子ども、保護者、関係者等に対して指導、

措置等の援助を行う。 

   ウ 業務遂行体制 

     この業務を遂行するため、相談援助、児童虐待対応、判定指導、一時保護の部門制

をとり、各々の専門職員からなる受理会議、判定会議、援助方針会議を行い、子ども、

保護者等の援助について検討し、援助指針（方針）を決定して、援助活動を展開して

いく。 

    

 ２ 児童相談所としての沿革 

 （１）西部こども家庭センター（旧 中央児童相談所・広島こども家庭センター）の沿革 

   年  月  日 内          容 

昭和 23 年 ４月 １日 広島市基町養護施設新生学園の一部を借受けて開所 

昭和 23 年 ４月 ５日 相談事務、一時保護業務を開始 

昭和 23 年 11 月 11 日 広島市基町１番地に移転 

昭和 24 年 ８月 １日 同地に一時保護所移転 

昭和 31 年 ４月 25 日 基町１番地の県庁舎４階に相談判定部移転 

昭和 31 年 ４月 26 日 一時保護所は新生学園の一部を借受けて移転 

昭和 31 年 10 月 30 日 広島市宝町 352 番地に相談判定部移転  

昭和 31 年 11 月 21 日 広島市南観音町 2874 番地の 1718 に一時保護所移転 

昭和 39 年 ４月 １日 広島市宇品町 1356 番地の３ 広島県福祉センターに移転 

平成 16 年 ７月 １日  広島市南区楠那町５－30 の仮庁舎に移転 

平成 17 年 ７月 11 日 

広島市南区宇品東四丁目１－26 に移転 

中央児童相談所、知的障害者更生相談所、婦人相談所を統合し、 

「広島こども家庭センター」として開設  

総務企画課、相談措置課、女性相談課、判定指導課、一時保護課

の五課体制 

平成 21 年 ４月 １日 「西部こども家庭センター」に改称 

平成 23 年 ４月 １日 児童虐待対応課を設置し、六課体制 

令和 ２年 ４月 １日 

相談援助課、児童虐待対応課、判定指導課を廃止し、相談援助第

一課、相談援助第二課を設置し、各課に「初期対応係」、「相談

援助係」を設置 
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（２）東部こども家庭センター（旧 福山児童相談所・福山こども家庭センター）の沿革 

    年  月  日 内          容 

昭和 23 年 ６月 １日 
御調地方事務所内に開設 

名称 広島県立尾道児童相談所 

昭和 25 年 ７月 １日 尾道市栗原町下向山 95 に新築移転 

昭和 42 年 ４月 １日 

福山市瀬戸町山北 54 の１に新築移転 

名称 広島県福山児童相談所 

相談課、判定指導課、一時保護課の三課を置く 

平成 ９年 ２月 14 日 
福山市瀬戸町山北 291－１に新築移転 

「子育て支援プラザ」を設置 

平成 ９年 ３月 １日 一時保護所の機能を緊急保護に限定 

平成 ９年 ４月 １日 一時保護課を廃止し、総務課、相談課、判定指導課の三課体制 

平成 15 年 ３月 10 日 一時保護所増築 

平成 15 年 ４月 １日 一時保護課を設置し、四課体制 

平成 17 年 ７月 11 日 「福山こども家庭センター」として開設 

平成 21 年 ４月 １日 「東部こども家庭センター」に改称 

平成 23 年 ４月 １日 
一時保護所増築 

児童虐待対応課を設置し、五課体制 

令和 ２年 ４月 １日 

相談援助課、児童虐待対応課、判定指導課を廃止し、相談援助第

一課、相談援助第二課を設置し、各課に「初期対応係」、「相談

援助係」を設置 

令和 ５年 ６月 15 日 一時保護所新築 

                   

 （３）北部こども家庭センター（旧 三次児童相談所・備北こども家庭センター）の沿革 

    年  月  日 内          容 

昭和 23 年 ７月 １日 
双三地方事務所（双三郡三次町 1828 番地の１）内に開設 

名称 広島県立三次児童相談所 

昭和 44 年 ４月 30 日 

広島県三次合同庁舎内（三次市十日市町 1130 番地の３）に 

移転 

相談課、判定指導課の二課を置く 

平成 17 年 ７月 11 日 「備北こども家庭センター」として開設 

平成 21 年 ４月 １日 「北部こども家庭センター」に改称 

令和 ２年 ４月 １日 
相談援助課、判定指導課を廃止し、相談援助第一課、相談援助第

二課を設置、二課体制 
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３ 相談・措置業務の現状 

（１）相談受付の状況 

   ア 相談受付状況（資料編別表１） 

     令和５年度の広島県のこども家庭センターにおける相談受付件数は 6,490 件である。

最近 10年間の相談受付件数の推移は、第１表のとおりである。 

     相談種別ごとの状況を見ると 

（ア）心身障害関係相談（障害・保健）は、市町が相談の窓口となったことから減少し

ている 。 

（イ）養護相談は、児童虐待相談の増加により、全体としても増加している。 

（ウ）育成相談は、減少傾向にあったが、令和４年度から増加傾向にある。 

（エ）非行相談は、減少傾向にあったが、令和４年度から増加傾向にある。 

 

第１表 年度別相談種別受付状況（平成 26年度～令和５年度） 

種  別 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 

心身障害 2,242 2,044 1,956 1,807 1,802 1,799 1,692 1,841 1,774 1,877 

養  護 2,524 2,576 2,581 2,527 2,900 3,361 3,461 3,622 3,772 4,340 

育  成 855 774 229 197 200 159 104 58 72 83 

非  行 293 235 265 279 199 170 140 137 152 183 

保  健 85 81 7 1 0 0 0 0 1 3 

その他 129 121 40 35 31 30 38 34 26 4 

計 6,128 5,831 5,078 4,846 5,132 5,519 5,435 5,692 5,797 6,490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 経路別受付状況（資料編別表２） 

相談の受付経路は、市町等が最も多く、全受付

件数の 30.0％にあたる 1,949件となっている。 

次いで、警察署、子どもの養育を直接担ってい

る家庭・親戚の順となっている。 

そのほか児童本人からのものが 44件ある。 

 

ウ 年齢別受付状況（資料編別表３） 

相談受付時の年齢分布をみると、概ね次の区分となる。 

（ア）乳児（０歳） 

市町等, 

1,949 

家庭・親戚, 

1,383 学校等, 

289 

警察署, 

1,736 

児童本人, 

44 

その他, 

1,089 

●経路別受付件数

0
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2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

件
●年度別相談種別受付状況

そ の 他

保 健

非 行

育 成

養 護

心身障害

合計 
6,490件 
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（イ）幼児（１歳から６歳） 

（ウ）小学生（６歳から 12歳） 

（エ）中学生（12歳から 15歳） 

（オ）高校生他（15歳から 18歳以上） 

（ア）は、虐待を含め養育困難等の養護相談となっている。 

（イ）は、虐待を含め養護相談が６割近くを占めるが、知的障害、発達障害及び言語発

達障害等の心身障害児の相談も多い。 

（ウ）は、虐待を含め養護相談が半数前後を占めるが、就学直後及び勉強の躓きが目立

つ中高学年に知的障害・発達障害相談も多い。また、教室内で落ち着きがないなど

の性格行動相談が他の年代に比べ増えてくる。 

（エ）は、非行相談・不登校相談が他の年代に比べ多い。また、知的障害児の進学相談、

中卒後の進路に関する相談等で知的障害相談も多く、また、性格行動相談が小学

生に引き続き多い。  

（オ）は、虐待を含め養護相談が半数を占め、このほか知的障害児のその後の進路に関

する相談で知的障害相談が多い。 

 

（２）処理の状況（資料編別表８） 

令和５年度の相談処理件数は、6,497件で

あり、その具体的処理内容を見ると、１～

２回の面接、指導、判定で終結する助言指

導が全体の 76.9％にあたる 4,994 件と最も

多く、続いて継続指導、他機関斡旋、児童

福祉施設入通所、訓戒・誓約の順となって

いる。 

また、子どもや家庭へ継続的に関わる継

続指導と児童福祉司指導の合計は、432件と

なっている。 

 

（３）相談種別受付及び処理の状況 

   ア 養護相談 

（ア）相談受付件数（資料編別表１） 

       令和５年度の相談受付件数は、4,340 件であり、これは全相談受付件数の 66.9％

にあたる。 

（イ）年齢別受付状況（資料編別表３） 

年齢が幼いほど養護相談が多い傾向があり、これは泣き声通告や面前 DV など地 

域や警察などからの通報等による虐待相談の増加が一因となっていると思われる。 

（ウ）相談処理状況（資料編別表８） 

      児童福祉施設へ入所措置したものが 98 件、里親委託したものが 28 件、児童福祉

司指導・継続指導は、432件となっている。 

（エ）理由別処理状況（資料編別表９） 

第２表のとおり、親の死亡、傷病など避けがたい要因によるものが 36件、家庭環

境など家庭的要因によるものが 3,940 件となっている。このうち、虐待は 3,541 件

となっている。 

 

 

助言指導, 

4,994 

継続指導, 

337 

他機関斡旋, 230 

児童福祉施

設入通所, 

99 

訓戒・誓約, 98 

児童福祉司

指導, 95 

障害児施設等利

用契約, 60 

里親委託, 

28 

児童家庭支援セン

ター指導委託, 10 

家庭裁判所

送致, 1 

その他, 545 ●相談処理件数

合計 
6,497件 
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第２表 養護相談理由別処理件数（令和５年度） 

理由別 

家出 

（失踪 

  含む） 

死亡 離婚 

傷病 

（入院 

  含む） 

家庭環境 

そ
の
他 

 

計 

虐 

待 

そ
の
他 

合計 5 0 0 36 3,541 399 364 4,345 

 

 

（オ）児童虐待の相談処理状況 

  ａ 虐待相談処理件数の動向（第３表、資料編別表 10の１） 

       広島市を含めた県内の児童虐待に関する相談件数の推移は、平成５年度に 27件、

「児童虐待の防止等に関する法律」（以下「児童虐待防止法」という。）が施行

された平成 12 年度には 404 件、令和５年度には 6,380 件となり、平成 12 年度と

比較すれば約 15.8倍となっている。 

こうした急激な増加の背景には（１）法制度の整備（児童虐待防止法及び児童

福祉法の一部改正）、（２）子どもへの人権擁護意識の高揚、（３）関係機関と

の会議開催や研修実施による連携強化、（４）普及啓発、マスメディアによる報

道の効果、（５）家庭や地域における子育て環境の変化、（６）児童虐待への対

応を中心とした危機管理体制の整備等が挙げられる。 

 

第３表 虐待相談処理件数の推移                       （単位：件） 

 H5 H12 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 

県センター 21 267 2,066 2,053 2,243 2,787 2,868 2,956 3,131 3,541 

広島市 6 137 1,414 1,625 1,776 1,731 1,736 1,951 2,323 2,839 

全 県 27 404 3,480 3,678 4,019 4,518 4,604 4,907 5,454 6,380 

全 国 1,611 17,725 122,575 133,778 159,838 193,780 205,044 207,659 219,170 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

404 

3,480 
3,678 

4,019 
4,518 4,604 4,907 

5,454 

6,380 
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件

●虐待相談処理件数の推移【全県分】
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b 主な虐待者の状況（資料編別表 10の２） 

        主な虐待者は、実母が 48.5％と最も高く、こ

のことは、子どもにとって最も身近で信頼関係が

必要な母親から虐待を受けているという点で、子

どもの心身の成長及び人格の形成に重大な影響が

懸念されると同時に、子育て支援活動の必要性を

示している。 

実父も 42.1％と高い。近年は、夫婦喧嘩を子

どもの目の前で行う心理的虐待（面前 DV）の通告

が増えている。虐待者として、DV 加害者である事

が多い実父の割合が急増している。 

       

      ｃ 虐待相談の経路状況（資料編別表 10の３） 

        虐待相談の経路は、割合順に警察等 38.2％、市町 14.8％、学校等 12.4％、近

隣知人 8.7％となっている。 

警察からは子どもの目の前で行われる DV 事案による心理的虐待通告が近年大

幅に増加している。 

近隣からの通告も高水準で推移しており、児童虐待に対する意識が地域に浸透

しつつあると考えられる。 

 

      ｄ 被虐待児の年齢別状況（資料編別表 10の４） 

被虐待児の年齢別状況は、６歳以下の児童に

関する相談割合が最も多く、令和５年度では

41.4％と半数近くを占めている。 

年齢別の割合は、２歳以下が 16.2％、３歳～

６歳が 25.2％、７歳～12 歳が 35.1％、13 歳以上

が 23.5％である。 

        ３歳未満児は、自ら危険回避が困難であり所属

集団がない場合も多いことから、早期発見による

迅速な対応が必要である。 

        就学前児童の相談が多いのは、３歳から就学前の児童は、何事も自分でしたが

る自我の芽生えの第１反抗期であり、子どもの発達過程から、親とのトラブルを

起こし易いことも要因と考えられる。 

  

実父, 

2,687 

実父以外の父, 408 

実母, 

3,092 

実母以外の母, 25 
その他, 168 

●主な虐待者の状況

出生～２歳, 1,032 

３～６歳, 1,608 

７～１２歳, 2,239 

１３～１５歳, 1,038 

１６歳以上, 463 

●被虐待児の年齢別状況

合計 
6,380件 

合計 
6,380 件 
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        ｅ 虐待種別の状況（資料編別表 10の４） 

        虐待種別は、令和５年度では心理的虐

待が 52.6％で最も多く、次いで身体的虐

待が 27.0％を占めている。 

        平成 26年度から心理的虐待が身体的虐

待を抜いているが、これは、DV 事案によ

る心理的虐待通告が増加したことが要因

と考えられる。 

 

      ｆ 虐待相談の指導内容等（県計） 

        令和５年度の県分の指導内容は第４表のとおりである。虐待相談への対応には

期間を要する場合も多く、3,543 件の受付に対し、年度内で 3,541 件の処理とな

っている。その内容は施設入所が 48 件で 1.4％、面接指導や児童福祉司指導の在

宅指導が 3,431件で 96.9％である。 

また、これらの処理にあたり、立入調査や家庭裁判所への施設入所承認請求等

を行った状況は第５表から第８表のとおりである。 

 

   イ 障害関係相談 

    （ア）相談受付件数（資料編別表１） 

障害に関する相談は、概ね減少の傾向であり、令和５年度は全相談 6,490 件の中

で 1,877件と 28.9%を占めている。 

年次別に見ると、別表１にはないが平成 15 年度以降、措置から「支援費制度」

への移行により、市町が相談窓口になったことから顕著な減少となった。 

また、平成 17 年度の児童福祉法改正により、児童相談の市町の役割が明確化さ

れ、平成 21 年度に１歳６か月児精神発達精密健康診査及び事後指導事業、３歳児

精神発達精密健康診査及び事後指導事業を市町が実施することになったことや発達

障害相談関係の社会資源の充実等から、言語発達障害相談・発達障害相談（平成 25

年度まで自閉症相談）を中心に減少となっている。 

（イ）年齢別受付状況（資料編別表３） 

相談種別ごとの年齢別受付状況をみると、肢体不自由相談は、年齢に関わらず肢

体不自由児施設への入所・利用契約がほとんどである。 

視聴覚障害相談は、平成 24 年度制度改正により通所サービスの実施主体が市町

へ移行したことから通園に係る相談がなくなり、令和５年度は０件である。 

言語発達障害相談は、幼児期から小学生の層に集中している。 

重症心身障害相談は、平成 24 年度制度改正により 18 歳以上の施設入所者は障害

者自立支援法で対応することになった。 

知的障害相談は、療育手帳の対象となる１歳から 17 歳までの年齢層にわたって

いる。中でも就学前の３歳から７歳、中学進学前～高校進学後の 10 歳から 17 歳が

特に多く、進路に関わる相談が多い。 

発達障害相談は、５歳から 18歳の幅広い年齢層にわたっている。 

身体的虐待, 1,724 

ネグレクト, 1,224 

性的虐待, 76 

心理的虐待, 3,356 

●虐待種別の状況

合計 
6,380 件 
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   （ウ）相談処理状況（資料編別表８） 

助言指導が 1,628件で全体の 86.0％と最も

多い。次に障害児施設等への利用契約が 57

件で全体の 3.0％である。 

継続指導は２件、児童福祉施設への入所措

置は０件、他機関斡旋は 16 件、その他は、

療育手帳・証明書の交付等である。 

 

ウ 非行相談 

（ア）相談受付件数（資料編別表１） 

        令和５年度の相談受付件数は 183 件であり、

前年度比 20.4％の増となっている。 

（イ）年齢別受付状況（資料編別表３） 

10歳から 14 歳の相談が多く、128件と 69.9％を占めている。 

ぐ犯行為等相談は、13 歳から 15 歳が多く、６歳から 17 歳までの年齢層にわたって

いる。 

触法行為等相談は、９歳から 14 歳が中心となっており、その中でも 13 歳が最も多

く、15歳以上の相談は少ない。これは 14歳以上で罪を犯した少年は、少年法により家

庭裁判所・検察庁へ送致されるためである。 

 

第４表 非行相談年齢別受付相談（令和５年度） 

年齢 6 歳 ７歳 ８歳 ９歳 10 歳 11 歳 12 歳 13 歳 14 歳 15 歳 16 歳 17 歳 18 歳 計 

ぐ犯行為 1 0 1 2 3 2 1 6 17 6 5 1 0 45 

触法行為 2 10 9 14 13 11 20 38 17 3 0 0 0 137 

計 3 10 10 16 16 13 21 44 34 9 5 1 0 182 

 

（ウ）非行相談の内容 

     ａ ぐ犯行為等相談 

       令和５年度は 45 件の相談があった。内容は、性的非行が８件（17.8％）と最も

多く、次いで徘徊、金銭持出し及び窃盗となっている。 

男女の比率は男子が多い。性別の非行内容は、男子は性的非行が、女子は徘徊が

多い。 

なお、こうした問題行動は一つだけでなく、いくつか重複していることが多く、

虐待との関連がうかがえるものもある。 

  

助言指導, 

1,628 

障害児施設の利用

契約, 57 

継続指導, 2 

施設入所･通所, 0 
その他, 206 

●相談処理件数

合計 
1,893件 
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第５表 ぐ犯行為等相談の内容件数（令和５年度） 

内容 家出 徘徊 
乱暴 

破壊 

性的 

非行 

金銭 

持出し 
窃盗 

不良 

交友等 

家庭内

暴力 
その他 計 

男 1 2 0 8 4 4 2 2 8 31 

女 3 4 1 0 2 2 0 1 1 14 

計 4 6 1 8 6 6 2 3 9 45 

 

ｂ 触法行為等相談  

   令和５年度は前年度比 26.6％増の 138 件の通告、相談があった。内容は、万引

き、バイク盗、侵入盗といった窃盗が 66 件と最も多く、47.8％を占めている。男

女の比率は男子が 83.3％と圧倒的に多い。 

昨年度に比べ男子は 24件増、女子は５件増となっている。 

内容では、窃盗が 23 件増、恐喝が同数、放火・弄火が５件増、暴行・傷害が 15

件増、乱暴破壊が３件増、性的非行が９件減となった。 

こうした問題行動も一過性非行といった軽微なものは少なく、継続的指導を要

するものが増加しつつある。 

    

第６表 触法行為等相談の内容件数（令和５年度） 

内容 窃盗 恐喝 放火･弄火 暴行・傷害 乱暴破壊 性的非行 その他 計 

男 48 1 6 31 6 8 15 115 

女 18 0 1 2 0 0 2 23 

計 66 1 7 33 6 8 17 138 

 

（エ）相談処理状況（資料編別表８） 

助言による指導等で処理したものは、助言指導（21 件）と訓戒・誓約（97 件）を

併せ 118件で 71.1％となっている。しかし、非行性が進んでいる場合、発達障害の疑

いがある子どもの場合、家族関係、養育環境等の調整を要する場合は、継続指導や児

童福祉司指導の処遇をとり、在宅での指導を継続して行っている。その件数は 30 件

で、18.1％を占める。 

また、在宅指導が困難なものについては児童自立支援施設等への施設入所措置を行

っており、その件数は８件、家庭裁判所の審判に付することが適当と家庭裁判所送致

を行ったものが１件ある。 

   

エ 育成相談 

（ア）相談受付件数（資料編別表１） 

令和５年度の相談件数は 83件であり、これは全相談件数の 1.3％にあたる。 

（イ）年齢別受付件数（資料編別表３） 

性格行動相談は、４歳から 17 歳までの比較的広い年齢層で相談が多い。不登校相

談は８歳以上の小学校中学年から中学生の年齢の相談が多くなっている。しつけ相談

はその内容からして０歳から６歳年齢層が主な相談となっている。 
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   （ウ）相談処理状況（資料編別表８） 

助言指導の処理が 66件と最も多く、次いで継続指導 11件となっている。 

 

（４）措置中の処遇 

   ア 調査・診断・指導の状況 

児童福祉施設等への措置中の子どもの家庭復帰や自立を促進するため、各種調査・診

断を行い、指導の参考にしている。 

また、施設・里親・保護者及び関係機関との連携を深めることにより、児童処遇の向

上や家庭環境の調整に努めている。 

   イ 中学校卒業後の進路状況 

児童養護施設等へ措置中の子どもで、令和５年度に中学校を卒業した子どもは 33 人

である。このうち、高校等へ進学した子どもは 31人で、進学率は 93.9％である。 
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第７表－１ 中学校卒業後の進路状況（令和６年３月１日に在籍した児童の４月１日現在の状況） 

区 分 

高   校 

各種

学校 

特別

支援

学校 

高 等

技 術

専 門

校 

就職 

他施

設へ

入所 

未定 計 
全日制 定時制 通信制 

児童養護施設 
措置継続 20 1 1 0 3 0 0 0 0 25 

措置解除 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

里親委託等 
措置継続 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5 

措置解除 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

児童心理 

治療施設 

措置継続 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

措置解除 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

児童自立支援施設 
措置継続 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

措置解除 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

合   計 

措置継続 23 1 3 0 3 0 0 0 1 31 

措置解除 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

計 24 1 3 0 3 0 0 1 1 33 

 

第７表－２ 高校卒業後の進路状況（令和６年３月１日に在籍した児童の４月１日現在の状況） 

区 分 大学 
短期 

大学 

各種 

学校 

高等技術 

専門校 
就職 

他施設

へ入所 
未定 計 

児童養護施設 10 1 6 0 12 3 2 34 

里親委託等 1 0 1 0 3 0 0 5 

児童心理治療

施設 
0 0 0 0 2 0 1 3 

合   計 11 1 7 0 17 3 3 42 
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４ 判定業務 

（１）判定実施状況（資料編別表 11） 

医学診断指導は 490 件で、うち児童が 196 件、保護者が 242 件、その他（学校・施設関

係者等）が 52 件である。診察指導の内容は、問題行動のある子ども等への診断、保護者

への助言指導及び療育手帳新規交付にかかる診断等である。 

心理診断指導は 3,176 件である。児童については 2,473 件実施し、その内訳は面接・観

察・指導が 1,865 件、知能検査が 247 件、発達検査が 102 件、人格検査が 94 件となって

いる。 

面接・観察・指導とは、児童心理司が行った面接、遊戯療法室等において行った行動観

察、これらの結果に基づく指導等である。知能検査は主として知能発達の程度、知能構造

等を理解するために、発達検査は主として就学前の幼児の発達状況、人格検査は被虐待児、

非行関係及び不登校児童等の人格、行動の特性等を理解するために実施している。 

保護者に対する心理診断指導は 512 件となっており、家族支援として保護者に対応する

ことが増えている。 

 

 （２）心理療法・カウンセリング実施状況（資料編別表 11） 

精神科医師、児童心理司が中心に行った心理療法・カウンセリングの実施状況は 14,951

件である。その内訳をみると児童が 3,191 件、保護者が 4,477 件、その他（学校・施設関

係者、地域の支援関係者等）が 7,283件となっている。 

 

（３）療育手帳・各種証明書等発行に係る判定状況（資料編別表 14） 

障害者サービスの利用制度が充実し、障害者総合支援法における障害支援区分認定を経

てサービスを利用する制度ができているが、特別支援教育、税金の控除、各種手当申請、

公共交通機関の運賃割引、重度心身障害者医療費助成、就労支援等の利用のために、療育

手帳の取得希望は増え、療育手帳に係る判定件数は 1,609 件と多く、心身障害児に対する

療育手帳等判定状況は計 1,694件となっている。 
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５ 一時保護業務 

（１）一時保護所の入所状況（資料編別表 15） 

令和５年度は 372 人（前年度からの繰入を含む。）の児童を保護した。前年度比 0.8％

増となっている。 

 

 

（２）相談種別一時保護状況（資料編別表 16） 

令和５年度は養護ケースの一時保護が全体の 95.2％であり、そのうち 59.1％を虐待が

占めている。 

 

６ 家族療法事業 

こども家庭センターで指導を開始したケース及び措置を開始した児童のうち、問題行動が

生じているなど援助が必要なケースに対して、家族の養育機能の再生・強化及び児童の問題

行動の改善に向けた取り組みを総合的に実施している。 

 

（１）保護者支援プログラム事業 

育児不安や養育困難を抱える保護者に対して、ペアレントトレーニング等の技法を用い

て、養育者の子どもへの関わり方のスキル向上や心理的なストレスの改善、子どもの発達

促進や不適切な行動の改善を目指す支援を行うことにより、育児不安の解消や児童虐待の

発生及び重度化を防止することを目的としている。 
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第８表 保護者支援プログラム事業の実施状況（令和５年度） 

機関別 実施回数 参加人員 内      容 

西 部 84回 
10人 

（延べ 136人） 

ペアレントトレーニング 

CARE 

AF-CBT 

PCIT 

東 部 74回 
17人 

（延べ 98人） 

CARE、ピュベル、PCIT 

保護者向け性加害再発防止プログラム 

保護者グループワーク 

北 部 28回 
8人 

（延べ 47人） 

市町でのペアレントトレーニング 

保護者向けペアレントトレーニング等の個別支

援 

 

（２）児童支援プログラム事業 

被虐待児及び家庭内暴力や学校不適応等の問題行動を抱えている児童に対して、様々な

活動を通じて、親子関係の改善及び児童の自主性、社会性の向上を図ることによって、問

題の解決を促進することを目的とする。 

 

第９表 児童支援プログラム事業の実施状況（令和５年度） 

機関別 内   容 
参 加 状 況 

実施回数 参加延人員 平均参加人数 

西 部 

性暴力・被害や感情調節に関する心理教育、  

プレイセラピー、箱庭など 
149 260 1.7 

コラージュ 6 52 8.7 

東 部 
親子遊び、ミュージックケア、性問題行動再発

防止プログラム、性被害児への心理教育 
42 48 1.1 

北 部 ロードマップ、箱庭療法、心理面接等 35 35 1 
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（３）派遣ボランティア訪問援助事業 

登録した派遣ボランティアを対象家庭に派遣し、児童福祉司等による指導の下、必要な

援助活動を行わせる。 

 

第 10表 派遣ボランティア訪問援助事業実施状況（令和５年度） 

機関別 
派遣ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

登録者数 
対象児童数 訪問回数 活動結果の状況 

西 部 

8名 

（男 ０名） 

（女 ８名） 

361名 

（男 187 名） 

（女 174 名） 

44回 描画、工作などを通したふれあい活動 

東 部 

０名 

（男 ０名） 

（女 ０名） 

０名 

（男 ０名） 

（女 ０名） 

 ０回 - 

 

 

（４）児童養護施設等入所児童心理療法事業 

児童養護施設等入所児童のうち、さまざまな問題を改善するために、入所児童や施設職

員に対して、通所指導や研修を行う。 

 

第 11表 児童養護施設等入所児童心理療法事業実施状況（令和５年度） 

機関別 事業項目 内  容 実  績 

西 部 

心理アセスメント 

施設から依頼のあった児童に対

し、心理検査、行動観察を実施

し、アセスメントの結果を報告

し、処遇について協議した 

・実施児童数  20 名 

児童支援プログラム 

医監による診療 

・実施児童数  51 名 

・施設職員    53 名 

・里父母      ０名 

児童心理司による心理療法 

・実施児童数  240 名 

・施設職員等  135 名 

・保護者    47 名 

ケースカンファレン

ス 

児童養護施設等への訪問又は来所

により、施設職員とケース検討を

行い、処遇について協議した 

・施設職員等  33 名 

ペアレントトレーニ

ング 

施設職員に対しペアレントトレー

ニング（CARE）を実施した 
・施設職員   81 名 

施設職員研修 PCIT・CARE 実践報告会 

「児童家庭福祉領域で出会う母た

ち」 

CARE及び PCITの実践報告例と事例検

討講師 日本 PCIT 研修センター  

加茂 登志子代表理事 

参加人数 20 名 
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機関別 事業項目 内  容 実  績 

東 部 

心理アセスメント 

心理検査、面接、医監・嘱託医の

診察により児童のアセスメントを

実施した 

・心理診断等   20 名 

・医学的診断    1 名 

児童支援プログラム 

医監による診療 ・実施児童数    0 名 

児童心理司による心理療法カウン

セリング、箱庭療法、性加害防止

プログラム 

・実施児童数     324 名 

・保護者数        32 名 

・施設職員等     282 名 

施設職員研修 

東部地区児童養護施設等 

職員研修 

講義「社会的養護児童への臨床動作

法～心と体のリラックス～」、事例

検討 

講師：広島大学大学院 人間社会科

学研究科 服巻豊 先生 

令和５年 11 月 22 日 

参加人数：32 名 

東部地区児童養護施設等 

職員研修（訪問） 

治療的養育、性教育、ＣＡＲＥワー

クショップ、グループアセスメント

等 

令和５年６月 19日～令和６年２月 13

日 全 11 回 施設参加人数：121 名 

東部地区児童養護施設等 

心理療法担当職員研修 

講義「治療的養育について」 

講師：児童養護施設子供の家  

楢原真也 先生 

令和６年１月 22 日 

参加人数：37 名 

北 部 

心理アセスメント等 
必要に応じて、児童に対し、心理

検査を実施した 
実施児童数       2 名 

児童支援プログラム 

医監による診療 実施児童数    0 名 

児童心理司によるカウンセリン

グ、心理教育等を実施した。 

実施児童数      24 名 

施設職員等   13 名 

ケースカンファレン

ス 

児童養護施設を訪問し、施設職員

とケース検討を行い、児童の処遇

について協議した。 

参加者数    57 名 

施設職員研修 事業実施なし     事業実施なし 
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７ 巡回相談 

東部こども家庭センターでは、一部市町を対象に定期的に巡回相談を、また５月の児童福

祉月間を中心に市町の要望に応じて特別巡回相談を実施している。 

令和５年度は、定期巡回相談の利用は 12 回だったが、特別巡回相談の利用は０回だった。 

 

第 12表 巡回相談実施計画（令和５年度） 

区   分 機 関 別 実 施 場 所 回 数 

定期巡回相談 

西  部 - ０回 

東  部 尾道市（因島総合支所） 12回 

北  部 - ０回 

特別巡回相談 東  部 
神石高原町 ０回 

世羅町 ０回 
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８ 里親委託 

（１）趣旨 

里親委託は、虐待、親の病気、離婚など、様々な事情により家庭での養育ができない子

どもを、里親家庭で一定期間養育する制度である。里親制度の充実のため、制度の普及啓

発、里親研修の実施により、里親登録の促進に努めている。なお、平成 20 年度から関連

する事業として、施設入所児童を家庭に短期外泊させるふれあい里親事業を実施している。 

 

（２）里親委託児童数・里親委託率の推移 

    里親委託率とは、乳児院、児童養護施設、里親及びファミリーホーム措置児童数に占め

る里親及びファミリーホーム措置児童数の割合を言う。増加傾向で推移している。 

 

第 13表－１ 里親委託児童数・里親委託率の推移（平成 30年度～令和５年度） 

区 分 30 年度 
令和 

元年度 
２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

① 里親・ファミリーホーム委託児童数 66 69 74 74 72 74 

② 乳児院・児童養護施設等委託児童数 387 426 369 342 328 210 

③ 計    （ ①＋② ） 453 495 443 416 400 284 

里親委託率 （ ①／③ ） 14.6 12.7 16.7 17.8 18.0 26.1 
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（３）里親登録の推移 

   里親制度推進キャンペーン等により登録促進に努めており、登録・認定里親数は年々増

加している。 

 

第 13表－２ 里親登録の推移（平成 30年度～令和５年度） 

年度 区分 里親数 

内 訳 

養育里親 専門里親 親族里親 
養子縁組

里親 

平成 

30 年度 

登録・認定里親 136 126 2 5 47 

児童を委託している里親 53 44 0 5 4 

令和 

元年度 

登録・認定里親 137 122 2 6 55 

児童を委託している里親 49 40 0 5 4 

２年度 
登録・認定里親 155 133 2 6 65 

児童を委託している里親 49 39 0 6 4 

３年度 
登録・認定里親 189 135 2 8 73 

児童を委託している里親  44 33 0 8 3 

４年度 
登録・認定里親 175 144 2 7 73 

児童を委託している里親  40 30 0 7 3 

５年度 
登録・認定里親 175 137 1 10 75 

児童を委託している里親  48 36 0 9 3 

  ※ 複数の里親に登録・認定されている場合があるため、里親数と内訳欄の合計とは一致しない。 

 

  



24 

（４）里親研修 

平成 21 年度より養育里親、養子縁組里親として必要な基礎的知識や技術の修得を行う

とともに、その資質の向上を図ることを目的として養育・養子縁組里親基礎研修、登録前

研修及び更新研修を実施している。また、里親制度への理解を深めるため、里親及び里親

になることを希望する者等を対象に里親研修会を実施している。 

 

第 14表 養育里親研修等の実施状況（令和５年度） 

機関別 研修名 実施日 参加人員 

西 部 

基礎研修 

令和５年４月 22日 4 

令和５年７月 23日 1 

令和５年 11月 18日 7 

登録前研修 

令和５年５月 13日 4 

令和５年７月 29日 1 

令和５年 12月２日 7 

更新研修 
令和５年８月 26日 12 

令和５年 12月９日 6 

東 部 

基礎研修 
令和５年６月 17日 8 

令和６年１月 20日 10 

登録前研修 
令和５年６月 18日 8 

令和６年１月 21日 10 

更新研修 
令和５年９月 16日 18 

令和５年 10月９日 14 

北 部 

基礎研修 ―  ― 

登録前研修 ―  ― 

更新研修 令和５年９月 16日 5 

 

第 15表 里親研修会の実施状況（令和５年度） 

機関別 実施日 参加人員 内  容 

全 体 

令和５年６月 24日 128 

講演「里親子のためのライフストーリーワー

ク」 

講師 立命館大学准教授 徳永 祥子 

令和５年 11月 12日 95 

講演「安心感を育む里親養育～こどもの声を

聴く」 

講師 広島国際大学特任教授 松﨑 佳子 

西 部 令和６年２月 23日 78 
講演「こどもの声から考える社会的養育」 

講師 NPO法人 GivingTree 畑山 麗衣 

東 部 令和５年６月 17日 
対面 23人 

オンライン21人 

講演「養子当事者の語り」、グループ討議、

質疑応答 

講師 認定 NPO法人 環の会 Youthの会 

   メンバー２人 
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９ 研修 

（１）市町福祉保健関係職員及び施設職員等を対象とした研修 

市町の福祉保健関係職員や施設職員等を対象として、専門的な援助技術の習得を図り、

地域において児童家庭相談に適切に対応できる人材を養成することを目的とした研修を実

施している。  

 

第 16表 研修の実施状況（令和５年度） 

研  修  名 内   容   等 開催日 
市町職員 

参加者数 

施設職員

等 

参加者数 

要保護児童対策調整機関担当

者研修 

児童福祉司資格指定講習会 

児童福祉司及び要保護児童対策調整機関

の調整担当者研修について、厚生労働省

が示す基準に基づく研修カリキュラム 

令和5年5月

～10月 
64 14 

新任・転入職員研修 
児童家庭相談の業務に関する基礎的な知

識の習得を図る 

令和5年5月

～10月 
13 2 

中堅研修 

中堅職員としての専門知識、技術の高度

化、関係機関や地域との調整力の向上を

図る（4回）。 

令和5年6月

～11月 
94 － 

要保護児童対策地域協議会機

能強化研修 

関係機関が、児童虐待事案に関し、児童

の安全確保及び再被害の防止の観点か

ら、相互の連携を図り、協力体制を確立

することを目的とする。 

9/1 60 9 

専門性強化研修（愛着とトラ

ウマ） 

児童の愛着とトラウマの問題について理

解を深め、児童福祉施設等における養育

に資することを目的とする 

2/21 6 33 

専門性強化研修（性問題） 

性問題について心理学的理解を深め、児

童養護施設等における安全対策に資する

ことを目的とする 

10/6 33 9 

施設の安全対策研修 

児童の安全や安心感の向上を図るため、

施設の安全対策について考え、権利擁護

の基本を学ぶ 

1/22 6 33 

メンタルヘルス研修 

支援者自身の傷つきや葛藤に対するセル

フケア、対処法、コミュニケーションス

キル等について学ぶ 

2/26 38 63 

養育者支援プログラム研修

（ＣＡＲＥ） 

子どもとよりよい関係を築く時に大切な

養育のスキルを学ぶ 
8/23 7 13 

基幹的職員研修 

（児童福祉施設等対象） 

施設職員の専門性の向上を図ると共に、

計画的に人材育成を行う体制を整備でき

るよう、自立支援計画等の作成及び進行

管理、職員の指導等を行う基幹的職員を

養成する 

令和5年6月

～12月 
－ 11 

知的障害者福祉実務担当者説

明会 
知的障害及び療育手帳等の事務手続き 5/29 37 - 

婦人相談員等基礎研修 業務の基礎知識と相談技術の習得 4/26 18 2 

婦人相談員等専門研修 業務知識等の習得等（2回） 8/8、1/26 53 22 
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研  修  名 内   容   等 開催日 
市町職員 

参加者数 

施設職員

等 

参加者数 

東部地区児童養護施設等職員

研修 

施設職員の資質向上と児童福祉施設等に 

おける養育に資することを目的とする 

（講義「児童養護施設で暮らすというこ

と」） 

 

施設職員の資質向上と児童福祉施設等に 

おける養育に資することを目的とする 
（養育スキルの習得、治療的養育、性教

育等） 

1/12 - 14 

東部地区児童養護施設等職員

研修（訪問） 

令和５年６

月～令和６

年２月 

- 121 

東部地区児童養護施設等 

心理療法担当職員研修 

施設心理療法担当職員の資質向上および 

連携を図る 

（講義・「社会的養護児童への臨床動作放

～心と体のリラックス～」事例検討） 

11/22 - 13 

 

（２）施設見学 

関係機関がこども家庭センターへの理解を深め、今後の連携強化を図ることを目的とし

て、施設見学を受け入れている。 

 

第 17表 施設見学研修の実施状況（令和５年度） 

研   修   名 内   容   等 開催日 人数 

施設見学 
施設見学、業務の紹介 

（西部） 
計９回 計161人 

 

（３）関係機関からの要望による啓発研修・講演 

民生委員・児童委員協議会や市町の教育委員会等の関係機関が開催する児童虐待の予防

等に関する研修に職員を講師として派遣している。 

 

第 18表 関係機関からの要望による啓発研修・講演状況（令和５年度） 

関係機関名 
日  数 研修人数 

西部 東部 北部 西部 東部 北部 

児童委員関係 4 5  148 550  

市町関係 2  1 47  28 

保健・医療関係 6   180   

学校関係       

保育関係       

教育委員会等関係 4 1 2 103  98 

前記以外の関係機関 9   390 7  

計 25 6 3 868 557 126 
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10 児童虐待防止等に関するネットワーク体制状況 

児童虐待防止には医療・福祉・保健・教育・司法など総合的・組織的な対応が重要な課題

である。広島県では地域の関係機関が密接に連携をとり、児童虐待等の予防、早期発見と早

期対応、事後ケアなどの体制を構築することを目的として、毎年、広島県児童虐待防止連絡

会議を開催している。 

また、県内の全市町に要保護児童対策地域協議会が設置され、こども家庭センターは、代

表者会議や実務者会議、要支援児童等の個別ケース会議などに参加している。 

 

第 19表 広島県児童虐待防止連絡会議開催状況（令和５年度） 

会   議   名 開催月日 出席機関数 出席者数 

広島県児童虐待防止連絡会議 
令和５年 12月 22日 

(オンライン開催) 
43 71 
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11 療育手帳制度 

（１）制度の内容 

児童相談所業務として知的障害児に対して一貫した相談指導を行うとともに、各種の援

助措置を受けやすくし、福祉の増進を図ることを目的としている。（知的障害者に対して

は、知的障害者更生相談所として交付 －31～33ページ）  

広島県では障害の程度を最重度○Ａ、重度Ａ、中度○Ｂ、軽度Ｂと４段階に区分している。 

 （２）令和５年度の交付状況（資料編別表 12） 

新規交付 586件、更新（再判定）810件の療育手帳の交付を行った。 

 

 （３）療育手帳所持児童数（18歳未満） 

令和５年度末における県内（広島市を除く。）の療育

手帳所持児童数は、前年度より 291 人増加して 3,636 人

である。内訳は軽度の子どもが最も多く 1,911 人、次い

で中度が 782 人、重度が 671 人、最重度が 272 人となっ

ている。 

 

 （４）療育手帳交付件数の年次別推移（資料編別表 13） 

療育手帳交付件数は、令和５年度は、1,396 件であっ

た。平成 26 年度以降、1,100 件から 1,400 件までの間で

推移している。 
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